
認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の数値目標の更新等について

○ 認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）については、平成27年1月に関係１２府省が共同で策定。
○ 高齢者にやさしい地域づくりから本人の視点まで新規の取組を含む幅広い内容を網羅。

○ ２０２５年度までを対象期間とし、当面の数値目標は平成29年度末で設定（介護保険事業計画の期間と同様）

○数値目標（平成２９年度末）は１１項目設定。

○平成２８年度末現在の進捗状況は順調であり、概ね目標達成できる見込み。

○ 新オレンジプランを契機に新たな取組を開始した自治体も多く、認知症の人とその家族を支援する

地域資源は着実に増加。

現在までの進捗状況

・平成２８年度末時点で前倒しで達成している項目 ５項目
認知症サポーター養成 ８８０万人（２８年度末） 【目標 ８００万人（平成２９年度末）】
認知症サポート医 ６千人（２８年度末） 【目標 ５千人（平成２９年度末）】

・平成２８年度末時点で９割程度達成している項目 ３項目
かかりつけ医認知症対応力向上研修 ５．３万人（２８年度末） 【目標 ６万人（平成２９年度末）】
認知症介護実践リーダー研修 ３．８万人（２８年度末） 【目標 ４万人（平成２９年度末）】 等

第７期介護保険事業計画の策定に合わせ、平成３２年度末までの数値目標に更新。

関係省庁連絡会議において、以下の事項を実施。

・認知症の人本人の講演と関係省庁との意見交換。

・プラン記載の施策の着実・効果的な実行を、関係省庁が一丸となって取り組む旨を確認・共有。
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数値目標一覧
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項目 新プラン策定時 進捗状況(H28年度末) （現）目標 目標案（H32年度末）

認知症サポーター養成 545万人
（H26.9末） 880万人 800万人

（H29年度末） 1,200万人

かかりつけ医認知症対応力
向上研修

38,053人
（H25年度末） 5.３万人 6万人

（H29年度末） 7.5万人

認知症サポート医養成研修 3,257人
（H25年度末） 0.6万人 5千人

（H29年度末） 1万人

歯科医師認知症対応力
向上研修 － 0.4万人 H28年度より

研修開始 2.2万人

薬剤師認知症対応力
向上研修 － 0.8万人 H28年度より

研修開始 4万人

認知症疾患医療センター 289ヵ所
（H26年度末） 375ヵ所 500ヵ所

（H29年度末）
500ヵ所

※2次医療圏域に少なくとも
1センター以上設置

認知症初期集中支援チーム
設置市町村

41ヵ所
（H26年度末） 703ヵ所 全市町村

（平成30年度～）
好事例の横展開等により
効果的な取組の推進

一般病院勤務の医療従事者
認知症対応力向上研修

3,843人
（H25年度末） 9.3万人 8.7万人

（H29年度末） 22万人

看護職員認知症対応力
向上研修 － 0.4万人 H28年度より

研修開始 2.2万人

認知症介護指導者養成研修 1,814人
（H25年度末） 2.2千人 2.2千人

（H29年度末） 2.8千人

認知症介護実践リーダー研修 2.9万人
（H25年度末） 3.8万人 4万人

（H29年度末） 5万人

認知症介護実践者研修 17.9万人
（H25年度末） 24.4万人 24万人

（H29年度末） 30万人

認知症地域支援推進員の
設置市町村

217ヵ所
（H26年度末） 1.2千ヵ所 全市町村

（平成30年度～）
好事例の横展開等により
効果的な取組の推進

若年性認知症に関する事業の
実施都道府県

21ヵ所
（H25年度） 42ヵ所 全都道府県

（平成29年度末）
コーディネーターの資質向上
好事例の横展開の推進

認知症カフェ等の設置 － H25年度から
国の財政支援実施 － 全市町村



○地域で認知症に関わる事が多い業界への理解推進、認知症サポーターが活躍している取組
の普及・推進

○認知症の人本人による発信の共有、本人ミーティングの推進

○成年後見制度利用促進基本計画に基づく施策の着実な推進

施策の着実な実行に向けて関係省庁連絡会議で共有する主な取組

・小売業・金融機関・公共交通機関の職員に認知症の理解を深めてもらうため、認知症サポーターに
ついて、周知し、受講を勧めることにより、認知症に気づき、関係機関への速やかな連絡等、連携で
きる体制整備を進める。
・認知症サポーター養成講座の際に認知症サポーターが地域でできる活動事例等を紹介する。

・関係省庁連絡会議等幅広い機会において、認知症の人本人による講演・意見交換の場を設ける。

・認知症の人やその家族の視点を重視した支援体制の構築のため、地域で認知症の人が集い、発
信する取組である、本人ミーティング等について全国的に広める。

・全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、各地域において、権利擁護支
援の地域連携ネットワークの構築を段階的・計画的に図る。

・本人の特性に応じた意思決定支援を行うための指針の策定等に向けた検討や検討の成果の共有・
活用を行う。
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